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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

阪急航空株式会社所属アエロスパシアル式ＡＳ３５０Ｂ型ＪＡ９３９５（回転翼航 

空機）は、平成８年７月２２日、三重県松阪市において薬剤散布飛行中、０７時３５ 

分ごろ、電柱用共同支線に接触し、機体下部を損傷した。

同機には機長のみが搭乗していたが、死傷はなかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　調査組織

航空事故調査委員会は、平成８年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査 

官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成８年７月２５日～２７日 現場調査

1.2.3　原因関係者からの意見聴取

意見聴取を行った。



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ９３９５は、平成８年７月１９日、三重県松阪市の水田に薬剤散布を行うため、 

八尾空港から三重県松阪市井口中町の場外離着陸場に空輸された。

同日、空輸後、機長は、松阪市農業協同組合において関係者との打ち合わせを行い、 

その後、同協同組合の職員１名とともに、予定散布地域上空を高度３００～５００ft 

で確認飛行を行い、また、同協同組合の職員１名とともに、乗用車により予定散布地 

域、障害物、標識等の地上調査を行った。

７月２０日及び２１日は、天候不良のため、散布飛行は中止された。

７月２２日、０４時過ぎから、同機は、機長及び整備士により、飛行前点検が行わ 

れたが、異常は認められなかった。

当日は、６回の散布飛行を計画し、０４時５６分ごろ、機長のみが搭乗し、場外離 

着陸場を離陸して散布飛行を開始した。

０７時２６分ごろ、５回目の散布飛行のため、薬剤３２０ｌ搭載し、場外離着陸場 

を離陸した。

その後、事故に至るまでの経過は、機長の口述によると、概略次のとおりであった。

５回目の最後の散布地域の上空を、南から北に向かい水田に沿って緩やかに右 

カーブしながら、高度約１０ｍ、速度約２０～３０ktで散布飛行中、突然、機体 

が沈下し、すぐに元にもどった。

同時に、右側下部風防とバックミラーがなくなり、さらに、左側で電柱が傾い 

て火花が上がった。この時、電線を引っかけたなと思った。

エンジン計器の指示に異常がないことを確認し、さらに、機体に異常な振動は 

なく、操縦系統にも異常がなかったので、場外離着陸場まで飛行し、０７時３９ 

分ごろに着陸した。

なお、引っかけた線については、農業協同組合の職員と行った確認飛行及び地 

上調査の際に、その存在に気が付かなかった。また、農業協同組合から渡された 

地図にこの線の記入はなく、この線について農業協同組合から説明もなかった。

事故発生地点は、三重県松阪市高木町１０６８の水田の上空で、事故発生時刻は、 

０７時３５分ごろであった。

（付図１、２及び写真参照）

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

な し



２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

中 破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

機体前部 破 損

胴体下部 破 損

テール部 打 痕

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

(1)　電柱用共同支線１本が切断し、コンクリート電柱１本が倒れた。

(2)　付近の住宅等に停電があった。

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性　３０歳

自家用操縦士技能証明書（飛行機） 第１５２５９号

限定事項　陸上単発機 平成２年３月６日

事業用操縦士技能証明書（回転翼航空機） 第１２０４２号

限定事項　陸上単発ピストン機 平成２年３月６日

陸上単発タービン機 平成３年６月１９日

陸上多発タービン機 平成８年６月３日

第１種航空身体検査証明書 第１６９９００８９号

有効期限 平成９年７月９日

総飛行時間 １，１２１時間２４分

最近３０日間の飛行時間 １８時間００分

同型式機による飛行時間 ７２０時間３４分

最近３０日間の飛行時間 １３時間５４分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型 式 アエロスパシアル式ＡＳ３５０Ｂ型

製造番号 第１８０８号

製造年月日 昭和６０年１月２９日

耐空証明書 第大－７－６１９号



有効期限 平成８年１２月１９日

総飛行時間 ４，０１９時間０４分

定期点検（100時間点検、平成8年5月24日実施）後の飛行時間 ４５時間５４分

2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は約１，７５０kg、重心位置は３．３５ｍと推算され、いず 

れも許容範囲（最大離陸重量２，１００kg、事故当時の重量に対応する重心範囲 

３．１７～３．４５ｍ）内にあったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　機長によれば、当時の事故現場付近の気象は、次のとおりであった。

天気　晴れ、風　無し

2.7.2　事故現場の北西約７kmに位置する松阪地区広域消防組合消防本部の観測値は、 

次のとおりであった。

07時00分 天気　曇り、気温　２５．５℃、最大風速　２．２m/s、風向　南西

２．８　事実を認定するための試験及び研究

機体各部の状況は、次のとおりであった。

①　機体前部

バックミラー、操縦席右側下部風防が脱落。

②　胴体下部

フロント・ロワー・フェアリング、右側インター・ロワー・フェアリング、 

ロワー・リア・フェアリング、右側キャビン・ドア下部、右側コックピット 

・ドア下部、右側フロアー・リブ２枚、右側ショック・アブソーバ、右側バ 

イブレーション・アブソーバが破損。

③　テール部

右側ホリゾンタル・スタビライザ、テール・ロータ・ブレードに打痕。

④　操縦系統及びエンジン系統に異常は認められなかった。

２．９　その他必要な事項

2.9.1　事故現場の状況

(1)　同機が接触した電柱用共同支線は、事故現場の西及び東（同機の飛行方向 

の左及び右）に立つ電柱を補強するため、両電柱の間にだけ張られた鋼線 

（直径６mmの鋼より線）であった。



両電柱の間には、この支線以外に線は張られていなかった。

両電柱は約１００ｍ離れており、同支線は、両電柱に地上高約１２ｍの位 

置で取り付けられ、中央部はやや低い状態になっていた。

同支線は、西側の電柱の位置から東へ約３０ｍの所で切断していた。

西側の電柱は、ほぼ西方向に倒れていた。

(2)　事故現場付近の地形は、平坦な水田地帯であり、複雑な地形ではないが、 

付近の道路沿いには電線が多数あった。

(3)　危険標識として、先端にオレンジ色の旗を付けた高さ約２ｍのポールが同 

支線のほぼ中間位置に１本立っていた。

（付図２及び写真２参照）

2.9.2　農業協同組合から渡された薬剤散布用の地図には、同支線も危険標識も記入 

されていなかった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2　同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3　調査結果及び機長の口述から、同機は事故発生まで異常はなかったものと推 

定される。

3.1.4　事故当時の気象は、事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.5　同機は、薬剤散布飛行中、機長が電柱用共同支線の存在に気が付かなかった 

ため、同支線に接触し、機体下部等を破損したものと推定される。

3.1.6　機長が電柱用共同支線の存在に気が付かなかったことについては、次のこと 

が関与したものと考えられる。

(1)　機長が、農業協同組合との打ち合わせ、確認飛行及び地上調査をした際、 

同支線の存在を確認していなかったこと。



(2)　農業協同組合から機長に渡された薬剤散布用の地図に、同支線が記入され 

ていなかったこと。

(3)　同支線は、遠く離れた電柱の間に１本だけ張られた線であり、同機から見 

えにくかったこと。

また、危険標識が同支線の中間位置に１本しか立っていなかったため、危 

険標識に気付きにくかったこと。

４　原因

本事故は、機長が電柱用共同支線の存在を事前に確認していなかったため、薬剤散 

布飛行中同支線に気付かず、同機が同支線に接触したことによるものと推定される。



付図１　推定飛行経路図



付図２　事故現場付近図



付図３　アエロスパシアル式

ＡＳ３５０Ｂ型三面図



写真１　事故機



写真２　事故現場（復旧後）


